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美方町・村岡町・香住町合併協議会 



第３回新町の事務所の位置等検討小委員会会議次第 

                 

                  と き：平成１６年２月５日(木)      

ところ：村岡町民センター  

 

１ 開  会 

 

２ 委員長挨拶 

 

３ 会議録署名委員の指名               

 
                            

 

４ 議  題 

協議事項 

  協議第３号（継続）庁舎機能のあり方について 

 

 

    

５ そ の 他 

今後の小委員会開催日程について 

平成16年２月16日（月）午後６時～ 美方町総合センター 

 

 

６ 閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新町の事務所の位置等検討小委員会名簿 

 

区      分 氏  名 

１ 規約第８条第１項第１号委員 美方町長職務代理者 上 田 節 郎 

２ 規約第８条第１項第１号委員 村岡町長 岩 槻  健  

３ 規約第８条第１項第１号委員 香住町長 藤 原 久 嗣 

４ 規約第８条第１項第２号委員 美方町議会議長 吉 田 範 明 

５ 規約第８条第１項第２号委員 美方町議会議員 本 城 繁 信 

６ 規約第８条第１項第２号委員 村岡町議会議長 谷 渕 栄 一 

７ 規約第８条第１項第２号委員 村岡町議会議員 板 坂 公 二 

８ 規約第８条第１項第２号委員 香住町議会議長 上 田  孝  

９ 規約第８条第１項第２号委員 香住町議会議員 橘   秀 夫 

１０ 規約第８条第１項第３号委員 美方町学識経験者 中 村 治 泰 

１１ 規約第８条第１項第３号委員 美方町学識経験者 朝 倉 富 征 

１２ 規約第８条第１項第３号委員 村岡町学識経験者 三 好 忠 男 

１３ 規約第８条第１項第３号委員 村岡町学識経験者 井 上 源 一 

１４ 規約第８条第１項第３号委員 香住町学識経験者 柴 崎 一 秀 

１５ 規約第８条第１項第３号委員 香住町学識経験者 中 村  曉  

 



 協議第３号 

庁舎機能のあり方について（継続） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２回　新町の事務所の位置等検討小委員会意見まとめ

庁　舎　機　能　（組　織） 権　　　　　　　　　　　　　限

1

住民サービスを低下させないためにも、現地解決
型が最良である。職員数や庁舎の規模について
は、町の面積などを総合的に勘案し決定すべきで
ある。

2

①３町それぞれ特色もあり、面積も広大である。現
地解決型を堅持しながら、ある程度機能の役割が
果たせるような分庁とか論議していきたい。
②いろいろ意見はあるが、現地解決型は必要。本
庁とあとの２町は現地解決型、これは理念としては
正しい面があるが、将来を見据えた場合、本庁、
分庁方式を検討する必要がある。
③本庁方式なのか、分庁方式なのか、現地解決
型なのか、本庁以外は現地解決型の支所になる
のか、次回、そこらあたりも検討したい。

3

行政機能のあり方は積み上げ方式が良いと思う。
基本的に現地解決型はどこにも必要なわけであ
り、町の規模、産業構造などを総合的に考え、な
おかつ現地解決型で持つ権限も含めた上で、検
討をする必要がある。

①どこまでの権限を持たすかが、現地解決型のポ
イントであり、一担当者がいて、ある程度お聞きし
ますというぐらいの感覚では現地解決型とはなら
ない。
②国の地方制度調査会の答申の中で、基本的に
は旧町がそれぞれの権限を持ちながら有機的に
結びついていくスタイルも良いのではないか。答
申の中で、参考になる部分があれば、検討して見
たい。合併によりすべて一体となる必要はなく、多
角的なスタイルも考えてはどうか。

4

①庁舎の機能のあり方について、住民の利便性
を考え、本庁、分庁、支所方式が良いと思う。
②３カ所の現地解決型を念頭に、住民の利便性
を考慮し、本庁、分庁論の中で検討を行っていく
必要があると思う。
③先進地の視察を行い、庁舎の類型、機能につ
いて問題点、課題を見つけ出し今後の参考とした
い。

5

住民の利便性を考えて、庁舎位置、庁舎の方式
を考える必要がある。本庁以外は分庁になるのか
支所になる訳ですが、本庁舎が無くなる町は心寂
しい部分が出てくるので、そこを十分考えながら進
んでいかなくてはならない。

6

みなさんの話しを聞いているとある一定の方向性
が出ているような気がする。後は分庁なのか支所
なのかといったところだと思っている。



庁　舎　機　能　（組　織） 権　　　　　　　　　　　　　限

7

事務所の位置を選定するには大きく分けて２つあ
る。ひとつは３町住民の利便性、あとひとつは合併
の理念である行財政運営の効率化と財政基盤の
強化にあると思う。分庁方式について、一定の理
解はしているが、基本的には窓口が分散するため
に住民の利便性に問題が残り、恒久的ということ
になると管理運営上合併の理念に反する。また、
分庁方式とすると分庁舎の位置は条例制定しな
ければならないため、これを将来条例改正するに
は、相当のエネルギーを必要とする。しかし、住民
感情として分庁舎の設置について要望が強いと
いうことなら、一つの提案として、条例上は、１本
庁、２支所（現地解決型の２支所）として、将来、職
員も適正規模となり、本庁舎にそれなりの人員配
置が可能となるなどの環境整備が整うまでの当分
の間、支所に分庁の機能を持たせる方策がいか
がなものかと思う。

現地解決型に対する委員の統一した見解が必要
である。どこまでの権限を与え、どのような行政機
能を配置することを現地解決型と言うのか、次回
は具体的な検討・議論が必要である。

8

各町の機能を停滞させないためにも、現地解決型
以上の機能を持った分庁方式というのか、分庁に
なるのか、支所になるのか決まっていないが、検
討する必要がある。

9

合併は形だけで、実質的な内容が伴わなくては住
民は満足しない。住民サービスが低下してはなら
ない、負担が多くなってはならない。過疎地がさら
に過疎地になってはならない。本庁舎がなくなるこ
とによる過疎感覚、住民サービスについてマイナ
スにならない組織を作っていく必要がある。

10

機能を考える上で、高齢化、過疎化などの住民が
不安に思っていることを一番力点におき、まちづく
りを考えることが大事なポイントの一つと思う。した
がって、まちづくりをベースに置きながらメリハリの
ある機能分担を考えていかなくてはならない。

11

いままであった庁舎が支所になることにより、そこ
に住むものは不安を感じると思う。３町の合併を考
えた場合、岩槻町長の言われていることも、もっと
考えていく必要がある。



庁舎機能の先進事例
○養父市（平成１６年４月１日合併予定）

１　本庁舎に配置される部局
①　議会事務局　②政策監理部（監査委員事務局を含む）
③     総務部（選挙管理委員会事務局を含む）　④市民生活部
⑤     都市整備部　⑥出納室　　　　　　 本庁機能

２　A地域局に配置する部局
⑦     産業経済部（農業委員会事務局を含む）　⑧　企業局
⑨　教育委員会事務局

３　事務組織の概念図（職員数は現時点での想定数）
①     地域局は住民生活に必要な住民サービス業務と地域振興を担う組織とする。
②     産業経済、企業局、教育委員会の３部門をＡ地域局に配置することにより、
空白となる本庁舎には３部門の窓口業務を配置する。

本庁舎

（本庁機能分）

①議会事務局

②政策監理部

③総務部

④市民生活部

⑤都市整備部

⑥出納室 Ａ地域局
（１００人～１１０人）

（本庁機能分）

⑦（産業経済部） ⑦産業経済部

⑧（企業局） ⑧企業局

⑨（教育委員会事
務局）

⑨教育委員会事
務局 Ｂ地域局 Ｃ地域局

（５０人～７０人） （５０人～７０人）

（地域局機能分） （地域局機能分） （地域局機能分） （地域局機能分）

産業経済・企業
局・教育委員会事
務局部門

（約１０人前後）

地域振興部門 地域振興部門 地域振興部門 地域振興部門

住民部門 住民部門 住民部門 住民部門

産業経済部門 産業経済部門 産業経済部門 産業経済部門

（1０人～2０人前後） （２０人～３０人前後） （２０人～３０人前後） （２０人～３０人前後）

１２０人～１４０人 ７０人～１００人 ２０人～３０人 ２０人～３０人

本庁の全機能を収
容できないため、
本庁機能の一部を
Ａ地域局に配置す

る。

 



○　京丹後市（峰山町・大宮町・網野町・丹後町・弥栄町・久美浜町合併協議会）

平成16年4月1日合併予定

（新市の事務所の位置）
新市の事務所の位置は、京都府中郡峰山町字杉谷８８９番地とする。
また、現在の６町の役場は、すべて支所とする。

（特徴的な点）
６町（３郡）の広範な合併であり、産業も地域的な特性があることなどに鑑み、住民の利便性、地
域振興面等での庁舎機能を重視し、３町に本部機能を分散する。

６町の庁舎は、それぞれ支所として「市民局」と称し、地域総務課を配置するなど総合的な市民
サービス業務を行う。

各町にそれぞれ当分の間、現在の職員の半数程度を配置する。

（機能の配置予定）

峰山町 大宮町 網野町 丹後町 弥栄町 久美浜町
13,564人 10,805人 16,056人 7,164人 6,132人 12,338人

本庁
(本部機能) (本部機能) (本部機能)

総務部 農林部 建設部 水産課 農業委員会
企画政策部 生活環境部 上下水道部
保健福祉部 教育委員会 商工観光水産部

医療事業部 電算センター
議会事務局 

外郭団体 外郭団体
社会福祉協議会 シルバー人材

センター
市民局 市民局 市民局 市民局 市民局 市民局
（支所） （支所） （支所） （支所） （支所） （支所）
地域総務課 地域総務課 地域総務課 地域総務課 地域総務課 地域総務課
地域福祉課 地域福祉課 地域福祉課 地域福祉課 地域福祉課 地域福祉課
地域事業課 地域事業課 地域事業課 地域事業課 地域事業課 地域事業課
教育委員会分室 教育委員会分室 教育委員会分室 教育委員会分室 教育委員会分室 教育委員会分室

市民局(支所）の業務

市民総合窓口、自治会、市民相談、行政相談、税賦課徴収、管内地域振興、市民活動及びコ
ミュニティ活動推進



○　東かがわ市（旧白鳥町、引田町、大内町）

平成15年4月1日合併

（新市の事務所の位置）
新市の事務所の位置は、合併当初は白鳥町湊字水入1847番地１とする。
ただし、新庁舎の位置は、建設するとした場合、白鳥町湊又は白鳥地内とする。

（機能の配置）

白鳥町 引田町 大内町
12,965人 8,635人 16,160人

本庁
(本部機能) (本部機能) (本部機能)

総務部 事業部 市民部
出納室   経済課 　市民生活課
議会事務局   建設課 　福祉課

　土地対策室 　保健課
　水道課 教育委員会

窓口センター 福栄出張所 五色出張所 窓口センター 窓口センター
（白鳥町） （白鳥町）

10人 2人 2人 10人 10人
戸籍・税務窓口 各種証明発行窓口 各種証明発行窓口 戸籍・税務窓口 戸籍・税務窓口

保健・福祉窓口 保健・福祉窓口 保健・福祉窓口

各種申請窓口 各種申請窓口 各種申請窓口

窓口センターの業務

総合窓口、本課との連絡調整



支所機能（現地解決型の事務所）検討素案 

 
住民生活に密着した業務については、わざわざ本庁に出向かなくとも支所で解決するこ

とができ、その地域特有の課題を解決するとともに地域振興を図ることができる現地解決

型の事務所を設置する。また、現地解決型の総合的な機能・権限によって支所の主体性を

発揮することを通じて、地域の実情に応じたきめ細かな事業・施策を展開する。 
 
１ 現地解決型の支所システムを構築するため、支所長には課長級以上（部長制を取り入

れた場合は部長）の職員を配置し、次のような権限及び機能を付与するものとする。 
① 支所長の権限は課長級（部長制を取り入れた場合は部長）程度の範囲とする。 
② 一定規模までの事業に係る予算執行権限を付与する。 
③ 自然災害、火災等緊急時には即応できるよう一定の権限を付与する。 
④ 本庁からの権限移譲による許認可事務の処理 

 
２ 住民に対する役割 
① 地域審議会が設置された場合は、その事務を担当する。 
② 陳情、要望の処理 
③ 旧役場スペースを活用した住民活動の支援 

 



　　　　　合併後の現地解決型機能と組織・業務のイメージ図　(素案）

現地解決型の業務

分　掌 業務内容

総務・企画
局舎の管理、職員管理、庶務、選挙不在者投票、区長
会、まちづくり・地域活性化の住民組織等の育成支
援、地域審議会等の地域組織関係など総

務
部
門

税務・出納
所得・評価・税証明、納税相談、公図閲覧、税・公共
料金等の収納

住民

届出関係（出生、婚姻、転出入、国民年金等）、証
明・登録関係（戸籍、住民票、印鑑等）、許可関係
（埋火葬等）、交通・防災関係（消防、防災、交通災
害共済）、住民相談関係所

長

住
民
・
福
祉
部
門

健康福祉

福祉関係（身障者手帳、介護手当、保育園入園な
ど）、国民健康保険関係（加入・喪失届、保険者証、
出産一時金等）、介護保険関係、老人保健医療等医療
費助成関係、福祉医療関係、健康関係（健康指導、母
子手帳、健康手帳など）

産業
農林水産業振興、農業委員会の各種申請、農業共済の
手続き、農林水産業施設の維持管理、商工振興、観光
振興、施設維持管理など

産
業
・
建
設
部
門

 建設・ 上下水道
公営住宅管理、建築確認手続き、町道維持管理、除
雪、占用申請の受付、上下水道施設維持管理、開栓・
閉栓手続き、給水工事申請など

教
育
委
員
会

教育
教育施設管理、転入学･要保護申請、生涯学習・地域活
動・公民館活動等支援・育成、文化・スポーツ活動な
ど



参　　考
３町の決裁規程の比較（予算執行関係）

①助役の専決事項
項目 美方町 村岡町 香住町

契約等（工事、業務
委託）

１０万円以上 ３００万円以上１千万円未満 １００万円以上５００万円未満

支出負担行為・支出
命令

１０万円以上 ３００万円以上１千万円未満
（※負担金補助及び交付金、補償金は１００
万円以上３００万円未満）

１００万円以上５００万円未満

流用
－ － ３０万円以上５０万円未満

歳入調定 ５０万円以上 ３００万円以上１千万円未満 －

その他
物品及び公有財産の購入
１０万円以上

物品及び公有財産の購入
３００万円以上７００万円未満

物品及び公有財産の購入
１００万円以上５００万円未満

②課長の専決事項
項目 美方町 村岡町 香住町

契約等（工事、業務
委託）

１０万円未満 ３００万円未満 １００万円未満

支出負担行為・支出
命令

１０万円未満 ３０万円以上３００万円未満
（※負担金補助及び交付金、補償金は１００
万円未満）

１００万円未満
（※支出命令・支出負担行為兼支出命令に
ついては３０万円以上１００万円未満）

流用
節内流用 － ３０万円未満（財政担当課長）

歳入調定 ５０万円未満 ３００万円未満 ３０万円以上



職員の現況と合併後の現地解決型業務の従事職員数の想定

１　平成15年４月１日現在で各町に勤務している職員数(特別職を除く)

 (単位：人)

区分
本庁 出先

合計 出先の内容（保育所、幼稚園、小・中学校、給食センター、診療所、福祉センター、在宅介護
支援センター、公民館など各町に共通しているものの他、次の施設があります。）事務職等 嘱託職員 小　計 臨時職員 計 事務職等 嘱託職員 小　計 臨時職員 計

美方町 44 6 50 15 65 8 17 25 8 33 98 物産館6人、おじろん6人他

村岡町 79 3 82 15 97 28 18 46 26 72 169 村岡自然ふる里村10人、子育て・子育ち支援センター3人他

香住町 98 5 103 13 116 145 50 195 62 257 373 病院125人、海の文化館6人他

計 221 14 235 43 278 181 85 266 96 362 640

２　平成15年４月１日現在で各町の本庁に勤務している部門別職員数(臨時職員を除く。)
  (単位：人)

区分

大区分

計

議

会

総

務

部

門

住

民

・

福

祉

部

門

産

業

・

建

設

部

門

教

育

委

員

会

小区分

議

会

総

務

企

画

税

務

出

納

住

民

健

康

福

祉

産

業

建

設

上

水

道

下

水

道

学

校

教

育

社

会

教

育

美方町 2 5 2 3 1 3 7 11 6 1 2 2 5 50

村岡町 2 9 4 5 1 7 12 17 9 2 7 4 3 82

香住町 2 10 7 8 3 9 14 9 11 10 11 5 4 103

計 6 24 13 16 5 19 33 37 26 13 20 11 12 235

香住町の社会教育課、水道事業所、下水道課は別館で業務を行っているが 、美方町、村岡町と同じ基準とするため本庁扱いとする。

３　現地解決型業務に必要な職員配置数の想定

区分 必要な職員数の範囲

美方町  25～35人前後 

村岡町 45～55人前後

香住町 55～65人前後

計 125～155人前後



３町（美方町・村岡町・香住町）の平成１７年度から１０か年の退職者数調べ

平成１６年１月２６日調べ
年
度

美方町 村岡町 香住町 ３町合計
1 2 3 4 5 計 1 2 3 4 5 計 1 2 3 4 5 計 1 2 3 4 5 計

17 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 4 1 0 0 0 5 6 1 0 0 2 9
18 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 3 6 3 2 0 0 4 9
19 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 5 3 2 0 0 3 8
20 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 4 3 0 0 0 7
21 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 6 5 2 0 1 0 8
22 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 4 0 0 3 9 4 4 0 1 3 12
23 1 1 0 0 0 2 2 1 0 2 0 5 3 4 0 0 2 9 6 6 0 2 2 16
24 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 3 3 0 0 1 7 10 3 0 0 1 14
25 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0 1 5 3 1 0 0 3 7 9 1 0 0 4 14
26 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 4 3 1 0 1 1 6 7 2 0 1 2 12
計 11 1 0 0 2 14 23 2 0 3 4 32 23 23 0 2 15 63 57 26 0 5 21 109

区分
1 一般事務職
2 看護、保健、医療職
3 保育職
4 幼稚園職
5 技能労務職
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